（様式第２号）

令和８年　　月　　日
誓約書
	
	確　認　項　目

	1
	国の手引きに基づき、調査等から推計した各種事業の需要量の見込みに、町の資料などから把握するサービス提供状況や見込み量、町の施策意向などを加味し、計画における各種事業の目標量を設定すること。

	2
	調査結果及び分析結果、国の最新動向、県や県内他自治体の動向等を勘案し、計画骨子案及び素案を作成すること。また、素案は、会議の審議や検討結果等に基づき、修正等を行うこと。

	3
	委託者が実施するパブリックコメントについて、資料作成、パブリックコメントの実施支援、意見への対応策の助言等の支援を行うこと。

	4
	パブリックコメントをふまえ、計画書及び概要版を作成すること。概要版については、構成（内容の整理、まとめ方）、デザイン（見せ方）等を工夫し、誰にでも分かりやすいものとなるよう作成すること。

	5
	本業務を第三者に委任、または請け負わせることなく、委託者との協力のもと、受託者自身で完遂させること。

	6
	本業務を通じて知り得た事項は、契約期間終了後も含め、第三者に漏らし、または委託の範囲を超えて利用しないこと。

	7
	本仕様書に記載のないものについて、技術上当然必要と認められる事項については、受託者の責任において補充すること。

	8
	業務遂行にあたって必要となる協議等については、担当する研究員が毎回参加すること。協議が必要と判断された場合、委託者の要望に基づき研究員の派遣等、全て対応すること。

	9
	国及び県等への各種報告・資料提出があった場合には、委託者の指示する時期に円滑に対応すること。

	10
	過去５年以内に、徳島県内における福祉分野に関する計画策定支援業務を受注し、完了した実績を有していること。


	
	確　認　項　目

	11
	引き渡し完了後、受託者の明らかな過失に起因する成果品の不良箇所が発見された場合、委託者が必要と認める訂正、補足およびその他必要な作業を受託者の負担において行うこと。


上記、全ての項目について仕様内容を遵守し、滞りなく業務を履行することを誓約します。
商号または名称






代表者名




　　　　印
2

